
専門研修プログラムに関する意見案について
１ 趣旨

 2024年度専門研修プログラムに係る専攻医シーリング※案について、厚生労働省
より協議（参考資料３）があり、地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、意見を
提出するよう求められている。
 都道府県では、研修プログラムが地域の医療提供体制の確保に影響を与えない内
容であるかについて確認し、研修プログラムの内容について改善を求める事項があ
る場合は、知事から国に意見を提出する。

（参考）医師法
第十六条の十 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関
 する計画を定め、又は変更しようとするとき（当該計画に基づき研修を実施することにより、医
 療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。）は、あ
 らかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の
 意見を聴かなければならない。
４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の
 意見を聴かなければならない。
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※専攻医シーリング
  医師の専門研修プログラムを募集する際の上限定員で、都道府県・診療科ごとに設定される。
  対象は､｢2018年医師数｣が､｢2018年の必要医師数｣･｢2024年の必要医師数｣と同数か上回る都道府県別診療科。
  外科･産婦人科･病理･臨床検査･救急･総合診療科は対象外となるほか、採用数が少数の県なども対象外。

協議資料２



２ 日本専門医機構が提示した2024年度専攻医募集シーリング案について

（１）これまでのシーリングの実施状況
  ○2021年度
   すべてのシーリング対象の都道府県・診療科において、シーリング数内で採用。
   当初、本県の精神科もシーリング対象とされたが、意見提出の結果、対象外と
  なった。
  ○2022年度
   直近の採用数を用いた再計算を行わず、前年度と同様のシーリングとされた。
  ○2023年度
   前年度と同様のシーリングとした上で、シーリングの枠外に「特別地域連携プ
  ログラム」と「子育て支援加算」の新設が提案されたが、本県を含む複数の県か
  らの意見提出を受け、子育て支援加算部分については実施しないこととなり、特
  別地域連携プログラムのみ実施されている。
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２ 日本専門医機構が提示した2024年度専攻医募集シーリング案について
（２）2024年度の本県のシーリング：すべての診療科で対象外
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内科 0.70 0.65           791 1,212 1,190 77 15 12 16 16 

小児科 0.87 1.10           121 110 89 -2 3 1 4 5 

皮膚科 0.67 0.65           52 81 75 5 2 2 0 4 

精神科 0.97 1.03           149 145 134 1 4 7 2 3 

整形外科 0.76 0.72           175 241 235 13 4 4 4 3 

眼科 0.71 0.67           83 124 118 7 2 2 2 2 

耳鼻咽喉科 0.80 0.80           65 81 74 3 2 4 0 1 

泌尿器科 1.06 1.07           87 81 79 1 3 4 1 5 

脳神経外科 0.82 0.79           70 89 88 4 2 1 2 3 

放射線科 0.45 0.54           36 67 63 5 2 3 0 2 

麻酔科 0.60 0.56           53 96 89 7 3 3 3 3 

形成外科 0.32 0.28           11 38 37 4 0 0 0 0 

リハビリテーション科 1.03 0.91           23 25 24 1 0 0 0 0 3



２ 日本専門医機構が提示した2024年度専攻医募集シーリング案について 
（３）2022年度のシーリングに加え、前年度新設した「特別地域連携プログラム」を継続
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                            （参考）当初の2023年度案
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３ 意見案
（１）国から都道府県への協議に関する意見
   本県の医師確保対策や偏在対策に対する影響を考慮し、次の意見案とする。
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 現状・県の考え方 意見案 

①令和６(2024)
年度シーリング
案に関する意見 

・特別地域連携プログラムにより実質的にシーリ
ングが緩和されており、特定地域のシーリング対
象科の専攻医が増加し、それ以外の専攻医が減少
するおそれがある。 
・特別地域連携プログラムは、最終的にシーリン
グ対象地域の基幹施設に専攻医が戻ることとなる
ため、地域偏在の解消につながらない。 
・シーリングの拡大に対して抑止を行う必要があ
る。 

 募集定員は原則現行のシーリング内で
行うとともに、診療科によってはシーリ
ングの更なる厳格化などの運用をするべ
きである。 
 特別地域連携プログラムを実施する場
合は、診療科別の個別事情を考慮せず、
連携先等について厳格な運用をするべき
である。 

②令和７年度以
降に向けて検討
中の子育て支援
加算に関する意
見 

・子育て支援加算によりシーリングが緩和される
ことになり、特定地域のシーリング対象科の専攻
医が増加し、それ以外の専攻医が減少するおそれ
がある。 
・子育て支援加算の仕組みを創設する場合には、
シーリングの拡大に対して抑止を行う必要がある。
・子育て支援は、シーリングの仕組みに関わらず、
当然に取り組むべき事項ではないか。 

 子育て支援は特別地域連携プログラム
に関わらず当然に取り組むべき事項であ
り、シーリングの加算対象とする必要は
ないと考える。 



３ 意見案
（２）個別のプログラムに関する意見
   個別のプログラムの内容について、本県の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっ
  ていることを確認し、次の意見案とする。
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 確認事項 現状・県の考え方 意見案 

①プログラムの連携施
設及びローテーション
の設定に関する意見 

プログラムの連携施
設の設定、ローテー
ションが都道府県の
偏在対策に配慮され
たものであること 

・連携施設の設定、ローテーションの設定に大きな
変更点はない。 
・プログラム実施により医療提供体制の確保に重大
な影響を与えるものではない。 

 なし 

②プログラムの採用人
数に関する意見 

プログラムの採用人
数が都道府県の偏在
対策に配慮されたも
のであること 

・県内の基幹施設において定員の設定に大きな変更
はない。 
・プログラム実施により医療提供体制の確保に重大
な影響を与えるものではない。 

 なし 

③プログラムの廃止に
関する意見 

プログラムの廃止が
ある場合は、それに
よって地域の医療提
供体制に多大な影響
を与えないこと 

・プログラム廃止あり：秋田赤十字病院麻酔科
・当プログラムについては、県内に連携施設を設定
していなかったことを考慮すると、プログラム廃止
により医療提供体制の確保に重大な影響を与えるも
のではない。

 なし 



３ 意見案
（２）個別のプログラムに関する意見
   個別のプログラムの内容について、本県の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっ
  ていることを確認し、次の意見案とする。
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 確認事項 現状・県の考え方 意見案 

④地域枠医師等への
配慮に関する意見 

特定の地域や診療科に
おいて従事する医師を
確保する観点から、地
域枠等の従事要件に配
慮された研修プログラ
ムであること 

・自治医科大学卒業医師や
地域枠医師などの従事要件
のある医師は、それ以外の
専攻医と同様に専門研修プ
ログラムを履修することが
困難な場合が多い。 
・従事要件を満たしながら
研修を行えるための対策が
必要と考える。 

※前々回からの継続意見 
【全診療科領域】 
 地域枠医師等が、地域医療に従
事しながらであっても専門研修に
取り組めるよう、柔軟なプログラ
ムの設定やカリキュラム制の整備
を進めるとともに、地方の指導環
境を充実させるための仕組みづく
りに取り組んでいただきたい。 



３ 意見案
（３）各診療領域のプログラムに共通する意見
   各診療領域のプログラムに共通する内容について、本県の医師確保対策や偏在対策に資
  するものとなっていることを確認し、次の意見案とする。
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 確認事項 現状・県の考え方 意見案 

①複数の基幹施
設設置に関する
意見 

内科、小児科、精神
科、外科、整形外科、
産婦人科及び麻酔科
については、都道府
県ごとに複数の基幹
施設が置かれている
こと 

・対象領域のうち、小児科、精
神科、外科に加え、来年度から
は麻酔科も単一の基幹施設とな
る。 
・これまでの本協議会において、
関係領域の指導体制の現状や専
攻医の採用実績等から、単一の
基幹施設でもやむを得ないと判
断されている。
・関係領域を取り巻く環境に大
きな変化は認められない。 

 地域医療対策協議会において、単
一の基幹施設となっている小児科、
精神科、外科及び麻酔科については、
関係領域の医療提供体制の現状や、
複数の基幹施設を設置した場合の影
響等を検証した結果やむを得ないも
のと判断し、本県においては、単一
の基幹施設とすることが適当と認め
ているところである。 
 指導体制が十分に確保できず、県
内で複数の基幹施設の設置が困難な
場合があるといった事情をご理解い
ただきたい。 

②診療科別の定
員配置に関する
意見 

診療科別の定員配置
が都道府県内の医師
確保対策や偏在対策
に資するものになっ
ていること 

・前年度に続きシーリングの対
象となっている診療科はない。 
・プログラム実施により医療提
供体制の確保に重大な影響を与
えるものではない。 

 なし 



３ 意見案
（３）各診療領域のプログラムに共通する意見
   各診療領域のプログラムに共通する内容について、本県の医師確保対策や偏在対策に資
  するものとなっていることを確認し、次の意見案とする。
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 確認事項 現状・県の考え方 意見案 

③その他の意見 ・地域医療の中核を担うことが
期待される総合診療専門医プロ
グラムを選択する専攻医が伸び
悩んでいる。 
・総合診療専門医のキャリアパ
スが明確化されていないこと等
が要因として挙げられている。 

※前回からの継続意見 
【総合診療科】
 地域医療の中核を担うことが期待
される総合診療専門医プログラムを
選択する専攻医が増加するように、
総合診療専門医のキャリアパスが明
確化された制度を構築していただき
たい。



本日の検討における論点

 論点 専門研修シーリングなどについての秋田県意見案はどうか

協議事項２ 専門研修プログラムについて

○  国から通知のあった協議事項について、本県の意見案はどうか。
  (1) 都道府県への協議項目である「2024年度専攻医シーリング案」は2023年度専攻医採用に

  おけるシーリングと同じ（特別地域連携プログラムあり、子育て支援加算なし）である
  が、2025年度以降の実施に向けた子育て支援加算に対する意見を求められている。
 (2) 個別のプログラムに関する意見について、昨年は、プログラムの廃止（県内の総合診療
  プログラムの一本化）を含め、新たな県の意見案は特にないこととし、継続意見として
  地域枠医師等への配慮を要望した。

  (3) 各診療領域のプログラムに共通する意見について、昨年は、複数の基幹施設の設置が困
  難な診療領域について本県の事情への理解を求めた。また、総合診療専門医を選択する
  専攻医が増える制度の構築について要望した。
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